
社会福祉法人みのりの村 役員等報酬規程 
 

 

（目 的） 

第１条  この規程は、社会福祉法人みのりの村（以下「当法人」という。）定款第８条 

および第２1条の規定に基づき、役員（理事及び監事）及び評議員（以下「役 

員等」とする）の報酬について定めるものとする。 

 

（報酬の支給） 

第２条  役員等には、総額５００万円を上限として、勤務形態に応じて次の通り報酬を 

支給する。 

   （１）常勤役員等（理事長）については、別表第１に定める額 

   （２）非常勤役員等については、別表第２に定める額 

 

（報酬の支給方法） 

第３条  常勤役員等に対する報酬の支給日は、毎月２５日とする。ただし、支給日が祝 

祭日、土曜日又は日曜日等取引金融機関の休業日に当たるときは、その前日に 

おける金融機関の営業日とする。 

２．非常勤役員等に対する報酬は、当該業務の都度、支給する。 

３．報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があ 

ったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。 

 

（報酬の計算） 

第４条  新たに常勤役員等に就任した者は、その月から報酬を支給する。 

   ２．常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、その月までの報酬を支給する。 

 

（端数の処理） 

第５条  この規程の定めるところにより、４９銭未満の端数を生じたときはこれを切り 

捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げるもの 

とする。 

 

（公 表） 

第６条  当法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項２号に定める報 

酬等の支給の基準として公表する。 

 

（改 廃） 

第７条  この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 

 

 

附 則 

 この規程は、平成２９年６月１５日から施行する。 

 

 



別表第１（常勤役員等の報酬） 

職名 報酬の額 

理事長 月額 ２００，０００円 

 

別表第２（非常勤役員等の報酬） 

（１）理 事 

業 務 日 額 

理事会等会議への出席  ５，３４０円 

その他の法人業務 
５，３４０円（半日） 

１２，４８０円（１日） 

 

 （２）監 事 

業 務 日 額 

理事会等会議への出席 ５，３４０円 

その他の法人業務 
５，３４０円（半日） 

１２，４８０円（１日） 

 

 （３）評議員 

業 務 日 額 

評議員会等会議への出席 ５，３４０円 

その他の法人業務 
５，３４０円（半日） 

１２，４８０円（１日） 

 

 

 


